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(57)【要約】
【課題】駆動電圧が低く、発光色毎の駆動電圧の差が小
さい有機発光装置を提供する。
【解決手段】基板と、前記基板の上に形成された、互い
に発光色の異なる複数の有機発光素子と、を有し、各有
機発光素子は、前記基板の上に順に、陰極と、前記陰極
に接している電子注入層と、発光層を含む有機化合物層
と、光透過性の陽極と、を有し、前記電子注入層は、ア
ルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合物、
アルカリ土類金属化合物の少なくとも１種と、有機化合
物と、を含む有機発光装置において、前記電子注入層の
厚みは、前記発光色の異なる複数の有機発光素子のそれ
ぞれが前記発光層から出る光を強めるように、前記発光
色毎に調節されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板の上に形成された、互いに発光色の異なる複数の有機発光素子と、を
有し、
　各有機発光素子は、前記基板の上に順に、陰極と、前記陰極に接している電子注入層お
よび発光層を含む有機化合物層と、光透過性の陽極と、を有し、
　前記電子注入層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合物、アルカリ
土類金属化合物の少なくとも１種と、有機化合物と、を含む有機発光装置において、
　前記電子注入層の厚みは、前記発光色の異なる複数の有機発光素子のそれぞれが前記発
光層から出る光を強めるように、前記発光色毎に調節されていることを特徴とする有機発
光装置。
【請求項２】
　各有機発光素子における前記発光層を除く前記有機化合物層の厚みは、前記発光色によ
らず同一であることを特徴とする請求項１に記載の有機発光装置。
【請求項３】
　前記有機化合物層は、電荷伝導層を有し、
　前記電荷伝導層は、発光色の異なる複数の有機発光素子の間を跨いで共通に形成されて
いることを特徴とする請求項２に記載の有機発光装置。
【請求項４】
　各有機発光素子における、前記発光層中の発光位置と前記陰極が有する反射面との間の
光学距離が、前記発光層から出る光のピーク波長の１／４の奇数倍であることを特徴とす
る請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の有機発光装置。
【請求項５】
　各有機発光素子における、前記発光層中の発光位置と前記陰極が有する反射面との間の
光学距離が、前記発光層から出る光のピーク波長の３／４であることを特徴とする請求項
４に記載の有機発光装置。
【請求項６】
　前記アルカリ金属化合物は、セシウム化合物であることを特徴とする請求項１乃至請求
項５のいずれか１項に記載の有機発光装置。
【請求項７】
　前記セシウム化合物は、炭酸セシウムを加熱して得られる物質であることを特徴とする
請求項６に記載の有機発光装置。
【請求項８】
　前記基板には、前記複数の有機発光素子を駆動するための薄膜トランジスタが複数形成
されていることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の有機発光装置
。
【請求項９】
　前記薄膜トランジスタは、ｎチャンネル型であることを特徴とする請求項８に記載の有
機発光装置。
【請求項１０】
　前記薄膜トランジスタを形成する半導体層は、アモルファスシリコンであることを特徴
とする請求項８または請求項９に記載の有機発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数個の有機発光素子（有機ＥＬ素子）を有し、二色以上の発光を呈するト
ップエミッション型の有機発光装置の技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネル対応の自発光型デバイスが注目されている。自発光型デバイスと
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しては、プラズマ発光表示素子、フィールドエミッション素子、エレクトロルミネセンス
（ＥＬ）素子等がある。
【０００３】
　この中で、特に、有機発光素子に関しては、研究開発が精力的に進められており、緑単
色や、青、赤等の色を加えたエリアカラータイプの有機発光装置が製品化され、現在はフ
ルカラー化への開発が活発化している。
【０００４】
　有機発光素子は、発光光が通過する有機化合物層の厚さが、発光波長と同程度か、それ
以下と薄いため、所望の発光色を持ち、かつ発光効率の良い素子を得るためには、光学干
渉の影響を考慮した設計が必要であることが知られている。
【０００５】
　特許文献１では、異なる発光色を有する有機ＥＬ素子をアレイ状に配列してなる有機エ
レクトロルミネッセンス多色ディスプレイにおいて、光学干渉の影響を考慮して発光効率
を向上させる技術が開示されている。即ち有機エレクトロルミネッセンス多色ディスプレ
イにおいて、発光層を除く有機化合物材料層の同一機能を有する何れかの機能層（例えば
、正孔輸送層や、電子輸送層）を、発光色に対応して、それぞれ異なる厚みとすることで
、発光効率を向上させる技術である。
【０００６】
　一般的な有機発光素子の構造は、ガラス基板上にＩＴＯ等の透明陽極、正孔輸送層、発
光層、電子輸送層等からなる有機化合物層、および低仕事関数の上部反射電極が順次形成
されてなる。この素子構造は一般にボトムエミッション型といわれ、発光光は、光透過性
を有する陽極を透過して基板裏面側から射出される。
【０００７】
　このようなボトムエミッション型の有機発光素子を二次元アレイ状に配列してなる有機
発光装置をアクティブマトリクス方式により駆動する場合、ボトムエミッション型では、
基板上の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）や配線の為に開口率が狭くなるという問題がある。
これを改善する試みとして、発光光を有機層の積層方向に射出させる、いわゆるトップエ
ミッション型の有機発光素子が提案されている。
【０００８】
　特許文献２および３では、トップエミッション型の有機発光素子を、ＴＦＴを用いて駆
動する技術が開示されており、下部反射電極を陰極、上部透明電極を陽極として駆動して
いる。特許文献２では、さらにアモルファスシリコンＴＦＴを用いて駆動する技術が開示
されている。
【０００９】
　トップエミッション型の有機発光素子では、基板方向とは反対側の有機化合物層の最表
層に光透過性の電極、即ち透明または半透明電極を形成する必要があり、例えば、有機化
合物層の上にＩＴＯをスパッタで成膜する。この際、有機化合物層が酸化する等のダメー
ジを受け、素子の駆動電圧が上昇してしまう問題があることが広く知られている。このよ
うなスパッタによるダメージを防ぐため、例えば特許文献３では、ＩＴＯの成膜を塗布法
で行うとしている。また特許文献２では、有機化合物層の上にバッファ層を設けることで
、スパッタによるＩＴＯの成膜による電圧上昇を解消している。
【００１０】
　特許文献３、５、６では、電子注入層として電子輸送材料と、アルカリメタル、アルカ
リ塩、アルカリ酸化物とを用いることで、駆動電圧の低減を果たしている。また、特許文
献７では、種々の金属電極から電子注入が可能な技術として、取り扱いの容易な炭酸セシ
ウムと電子輸送材料の混合層を電子注入層として用いる技術が開示されている。
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－３２３２７７号公報
【特許文献２】特開２００５－２７６５４２号公報
【特許文献３】特開２００４－１４３６０号公報
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【特許文献４】特開平７－１１１３４１号公報
【特許文献５】特開平１０－２７０１７１号公報
【特許文献６】特開平１０－２７０１７２号公報
【特許文献７】特開２００５－１８３２６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　有機発光素子の発光効率を向上させるためには、光学干渉を考慮する必要があり、一般
に発光効率が最大となる条件は、発光波長λに対して反射面と発光面との距離がλ／４の
奇数倍である。つまり、発光波長毎に反射面と発光面との距離を変える必要があるが、一
般的な電荷輸送材料で厚みの調整を行うと、電荷輸送材料が高抵抗であることに起因して
、駆動電圧が発光色毎に異なってしまい、同様の駆動条件で駆動することが困難になる問
題があった。この場合、発光色毎に駆動回路や配線等を変える必要が生じることにもなる
。特に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いて有機発光素子を駆動する場合には、駆動電圧
が大きく異なると、発光色毎に同一の駆動特性を満足させることが難しくなる。特に、反
射面と発光面との距離を３λ／４以上とした場合には、電荷輸送層の厚みが増大し、駆動
電圧の差がさらに広がってしまうためこの問題が顕著になることが分かった。
【００１３】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、駆動電圧が低く、かつ発光色毎の駆動電
圧の差が小さい有機発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記背景技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係る有機
発光装置は、
　基板と、前記基板の上に形成された、互いに発光色の異なる複数の有機発光素子と、を
有し、
　各有機発光素子は、前記基板の上に順に、陰極と、前記陰極に接している電子注入層お
よび発光層を含む有機化合物層と、光透過性の陽極と、を有し、
　前記電子注入層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合物、アルカリ
土類金属化合物の少なくとも１種と、有機化合物と、を含む有機発光装置にであって、
　前記電子注入層の厚みは、前記発光色の異なる複数の有機発光素子のそれぞれが前記発
光層から出る光を強めるように、前記発光色毎に調節されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、厚みを厚くしても駆動電圧の上昇が少ない電子注入層の厚みを色毎に
調節するため、駆動電圧が低く、発光色毎の駆動電圧の差が小さい有機発光装置を提供す
ることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明に係る有機発光装置は、基板と、基板の上に形成された、互いに発光色の異なる
複数の有機発光素子と、を有する。そして、各有機発光素子は、基板の上に順に、陰極と
、陰極に接している電子注入層と、発光層を含む有機化合物層と、光透過性の陽極と、を
有している。電子注入層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合物、ア
ルカリ土類金属化合物の少なくとも１種と、有機化合物と、を含んでおり、これらの材料
を有することにより、電子注入性を高めることができる。
【００１７】
　そして、本発明は、電子注入層の厚みが、発光色の異なる複数の有機発光素子のそれぞ
れが発光層から出る光を強めるように、発光色毎に調節されていることを特徴とする。電
子注入層は他の有機化合物層に比べて電気抵抗が低いため、電子注入層の厚みを調節する
ことによって、駆動電圧の上昇を抑えつつ、発光層から出る光を強めることができる。さ
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らに、駆動電圧の上昇が小さいことによって、発光色毎の駆動電圧の差を小さくすること
ができる。
【００１８】
　以下、図を参照して本発明の有機発光装置の具体的な一実施形態について説明するが、
本発明はこの形態に限定されるものではない。
【００１９】
　図１に示す有機発光素子１０では、基板１１上に光反射性の陰極１２が形成され、その
上に有機化合物層として、電子注入層１３、電子輸送層１４、発光層１５、ホール輸送層
１６、ホール注入層１７が形成され、更に光透過性の陽極１８が形成されている。
【００２０】
　本発明の有機発光装置は、このような有機発光素子を複数個有し、二色以上の発光を呈
する所謂トップエミッション型の有機発光装置である。
【００２１】
　特に、本発明の有機発光装置は、電子注入層１３が有機化合物である電子輸送材料をホ
ストとし、同ホストにドープされるアルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属化合
物、アルカリ土類金属化合物の少なくとも１つをドーパントとして含有している。
【００２２】
　ホスト材料として用いられる電子輸送材料は、アルミキノリノール誘導体、オキサジア
ゾール誘導体、トリアゾール誘導体、フェニルキノキサリン誘導体、シロール誘導体等が
挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００２３】
　アルカリ金属としては、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ等が挙げられ、アルカリ土類金属として
は、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等が挙げられる。このようなドーパントとしては、セシウムやセシ
ウム化合物が特に好ましい。セシウムは、他のリチウムやナトリウム等と比べ電気陰性度
が小さいことから、電子注入性向上の効果が大きいこと、他のアルカリメタルと比べ原子
量が大きいため拡散抑制の観点から好ましい。更には、炭酸セシウムを加熱蒸着して得ら
れる物質をドープしたものが好ましい。炭酸セシウムは、大気中で安定であり、取り扱い
が容易である。
【００２４】
　このようにして構成した電子注入層１３は、他の有機化合物層と比べてその抵抗値が非
常に小さいため、その厚みを厚くできる。一方で、他の有機化合物層は、干渉を考慮する
ことなく厚みを決めることができるため、発光色によらず同一の厚みにすることができる
。電子注入層を除く他の有機化合物層のうち、発光層については発光色毎に異なる材料を
用いることがあるため、その場合には、発光色毎に別々に成膜する必要がある。他の有機
化合物層のうち、発光層を除く有機化合物層である電荷伝導層（電子輸送層、正孔輸送層
、正孔注入層）は、発光色の異なる複数の有機発光素子の間を跨いで共通に形成すること
ができる。この場合には、成膜プロセスを簡単にすることができる上、低コスト化、タク
トタイムの短縮にも繋がる。発光層についても、発光色によらず同一の材料を用いる場合
、例えば白色の発光層を用いてカラーフィルタ等によって発光色を異ならせる場合には、
同様に発光色の異なる複数の有機発光素子の間を跨いで共通に形成することができる。
【００２５】
　なお、トップエミッション素子では、反射電極と空気界面の間の光学距離も光取り出し
効率に影響を与えることが知られている。光取り出し効率を向上させる目的で、発光色毎
に別々に成膜する発光層の膜厚を発光色毎に変えることで膜厚を調整することができる。
この場合、発光色毎に駆動電圧が大きく変えない範囲で厚みを調整することが望ましい。
【００２６】
　前記電子注入層１３の厚みは、有機発光素子の効率が最大となる厚み近傍に設定すると
良い。
【００２７】
　つまり、図２を使って説明すると、発光領域（発光位置）３０で発光した光は直接外部
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に出て行く直接光３１と、反射電極３２の反射面で反射して外部に取り出される反射光３
３とが干渉し、透明電極３４を介して外部に取り出される。図２の形態では反射面は反射
電極３２と有機化合物層の界面である。ここで、直接光３１と反射光３３とが強め合う光
学条件は、発光の波長をλ、反射電極３２と発光領域３０との距離をｄ、屈折率をｎとし
て以下の式で与えられる。
＜数１＞
ｎｄ＝（１／４）λ×（２ｍ－１）　（ｍは、１以上の整数）
　すなわち、各色の有機発光素子の発光位置から反射面までの光学距離が、発光光のピー
ク波長（λ）の１／４倍の奇数倍である時、直接光と反射光とが干渉で強め合うことにな
り、外部への光の取り出し効率が高められる。
【００２８】
　そこで、本発明の有機発光装置は上記の＜数１＞から導かれるｄの値となるように、電
子注入層１３の厚みが設定されている。
【００２９】
　したがって、上記構成の有機発光装置は、駆動電圧が低く、高効率な構成となる。
【００３０】
　なお、上記干渉条件は、反射電極表面での位相シフトの影響を受けるため、必ずしも上
記の＜数１＞と一致しないため、使用される反射電極種によって最適化する必要がある。
また、表示品位を考慮し、より色純度の高い発光を得るなどの観点等から、最適なｄの値
を用いるのが好ましい。
【００３１】
　また、ｍ＝２、すなわち３λ／４の光学条件に合うようにｄの値を用いると、有機化合
物層の厚みを厚く出来るため、発光不良となるショート／リークを抑制することが可能で
ある。
【００３２】
　その他の構成部材は、従来の有機発光装置と同様であってもよい。
【００３３】
　基板１１としては、各種のガラス基板や、ｐｏｌｙ－Ｓｉやａ－Ｓｉ（アモルファスシ
リコン）等の半導体層でＴＦＴ（薄膜トランジスタ）等の駆動回路を複数形成したガラス
基板、シリコンウエハー上に駆動回路を設けたもの等が挙げられる。特に、本発明では基
板側に陰極を有しているため、ｐｏｌｙ－Ｓｉと比べて比較的安価なａ－Ｓｉや、ｐｏｌ
ｙ－Ｓｉであってもｎチャンネル型のみで構成したｐｏｌｙ－Ｓｉ基板を用いることが出
来る。この場合、ｐチャンネル型と両方を用いる場合に比べ、低コスト化が可能である。
【００３４】
　また、ＴＦＴを用いて各有機発光素子の駆動を制御する場合、有機発光素子に供給され
る電流はＴＦＴを通過する。通常ＴＦＴは、有機発光素子の発光色によらず同一の構成の
ＴＦＴが形成されるが、有機発光素子の駆動電圧が異なると発光色によってＴＦＴの駆動
特性が異なる問題がある。本発明では、発光色毎の駆動電圧の差を小さくすることができ
るため、発光色によらず同一のＴＦＴを用いても駆動特性を揃えることができ、より正確
な色を表現することのできる有機発光装置を得ることができる。
【００３５】
　陰極１２としては、反射率が高い材料が好ましい。その例としては、Ｃｒ、Ｐｔ、Ａｇ
、Ａｕ、Ａｌ等、およびこれらの金属材料を含む合金等が好適に用いられる。また、高反
射率の金属材料上に薄膜の透明導電性材料を用いてもよい。一般的には、陰極材料として
は仕事関数の小さい材料が好ましいが、特に本発明で用いる電子注入層１３は電極の仕事
関数によらず電子注入性が良好であるため、広い範囲の金属を使用することが出来る。
【００３６】
　電子輸送層１４としては、アルミキノリノール誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリ
アゾール誘導体、フェニルキノキサリン誘導体、シロール誘導体等が挙げられるが、これ
らに限定されるものではない。
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【００３７】
　発光層１５としては、単一の材料で所望の発光を得る材料、またはホスト材料にゲスト
材料をドープしたものが用いられる。その方法としてはホスト材料、ゲスト材料を同時に
真空蒸着し、それぞれの蒸着レートを調整することで任意のドープ濃度の発光層が得られ
る。このとき発光色に対応し、発光層の材料、または発光層を構成するホスト／ゲストの
組み合わせを変え、それぞれの有機発光素子で任意の発光色を得ることが出来る。
【００３８】
　ホール輸送層１６としては、トリフェニルジアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、
ポリフィリル誘導体、スチルベン誘導体等の低分子化合物等が挙げられるが、これらに限
定されるものではない。
【００３９】
　ホール注入層１７としては、鋼フタロシアニン、スターパーストアミン化合物、ポリア
ニリン、ポリチオフェン等の有機物や、金属酸化膜等が挙げられるが、これらに限定され
るものではない。また、ホール注入層１７が無くても十分なホール注入性が得られる場合
は、ホール注入層１７は必ずしも必要ではない。
【００４０】
　これら発光層１５を含めた各有機化合物層は蒸着法等によって形成されることが好まし
く、特に発光層１５は形成時にマスクを用いることによって、任意の位置に形成される。
【００４１】
　陽極１８としては、ＩＴＯ等の透明導電材料が用いられる。また、仕事関数の大きな金
属材料を１ｎｍから１０ｎｍ程度の薄膜で形成し、透光性のある状態で用いても良い。更
に、陽極１８と陰極１２とを用い、干渉効果を利用して、外部取り出し効率の向上、色純
度の向上を図ることも出来る。
【００４２】
　このようにして作製した有機発光装置は、空気中の水分、酸素等から遮断する目的で有
機発光素子の上にキャップ（図示は省略）を設けると良い。発光を基板１１の膜面側より
光を取り出す場合には、キャップは透光性のものが良く、ガラス等が用いられる。また、
前記キャップと有機発光素子との間に空隙を設け、乾燥剤等を配置しても良い。
【００４３】
　空気中の水分、酸素等から有機発光素子を保護する別な方法として、前記有機発光素子
の表面に保護膜を形成しても良い。その具体的な材料としては、窒化珪素、酸化珪素、酸
化窒化珪素等のシリコンを主成分とする膜、金属酸化物を含む膜などの無機膜や高分子膜
、およびそれらの積層膜等が用いられるが、水分や酸素を遮断可能で且つ透明な材料が良
い。
【実施例】
【００４４】
　以下、実施例により本発明について更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
限定されるものではない。
【００４５】
　まず、以下の各実施例において共通部分となるアクティブマトリクス方式の表示装置に
おける駆動方式、およびアクティブマトリクス方式の有機発光素子を備えた基板について
説明する。
【００４６】
　パネル周辺には、図３に示すように、走査信号ドライバー４１や電圧供給源４２からな
る駆動回路と、情報信号ドライバー４３である表示信号入力手段が配置されている。前記
走査信号ドライバー４１、電圧供給源４２、情報信号ドライバー４３は、それぞれゲート
線と呼ばれるＸ方向走査線４４、情報線と呼ばれるＹ方向配線４５、電流供給線４６に接
続されている。走査信号ドライバー４１は、Ｘ方向走査線４４を順次選択し、これに同期
して情報信号ドライバー４３から画像信号が印加される。Ｘ方向走査線４４とＹ方向配線
４５との交点には表示用画素が配置されている。
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　次に、図４に示す等価回路を用いて、画素回路の駆動、動作について説明する。ゲート
選択線５１に選択信号が印加されると、ＴＦＴ1５２がＯＮとなり、情報信号線からコン
デンサ（Ｃａｄｄ）５３に表示信号が供給され、ＴＦＴ2５４のゲート電位を決定する。
各画素に配置された有機ＥＬ素子（以下「ＥＬ素子部」と略す。）５５には、ＴＦＴ2５
４のゲート電位に応じて、電流供給線５６より電流が供給される。ＴＦＴ2５４のゲート
電位は１フレーム期間中、Ｃａｄｄ５３に保持されるため、ＥＬ素子部５５にはこの期間
中電流供給線５６からの電流が流れ続ける。これにより１フレーム期間中、発光を維持す
ることが可能となる。
【００４８】
　更に、図５を用いてＴＦＴおよび有機発光素子について説明する。ガラス基板上にポリ
シリコンｐｏｌｙ－Ｓｉ層６０が設けられ、チャンネル領域６１、ドレイン領域６２、ソ
ース領域６３にそれぞれ必要な不純物が選択され、ドープされている。この上にゲート絶
縁膜６４を介してゲート電極６５が設けられていると共に、上記ドレイン領域６２、ソー
ス領域６３に接続するドレイン電極６６、ソース電極６７が形成されている。このとき、
ドレイン電極６６と画素電極６８は、介在する絶縁膜６９に開けたコンタクトホール７０
により接続される。
【００４９】
　前記画素電極６８上に、多層または単層の有機発光層７１、共通電極７２が順次積層さ
れ、アクティブマトリクス方式の有機発光素子とされている。
【００５０】
　本発明の実施例では、画素電極６８を陰極として、Ａｌ単層、またはＡｌとＩＴＯとの
積層膜をパターニングして用いた。また、共通電極７２を陽極としてＩＴＯを用いた。
【００５１】
　＜実施例１＞
　本発明の有機発光装置の実施例１の構成を、作製工程に沿って説明する。
【００５２】
　本実施例では、上記と同様の構成の有機発光素子および反射陰極１１２を備えた１００
×１００ドットの基板を用意し、有機発光装置を作製した。このとき、反射陰極１１２と
してはＡｌ電極を用いた。この時の構成の概略を図６に示す。また、有機発光素子を構成
する各部材の厚みを表１に示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　まず、有機化合物層の成膜は、真空蒸着法を用いて、１０-4Ｐａの真空度のもとで行っ
た。本実施例で使用した各材料の化学構造を下記＜化１＞に示す。
【００５５】
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【化１】

【００５６】
　電子注入層（ＥＴ－１＋Ｃｓ2ＣＯ3）１１３を全ての画素領域に対して共通に３０ｎｍ
の厚みで形成した。その成膜方法は、ＥＴ－１の蒸着レート０．３ｎｍ／ｓｅｃに対して
、Ｃｓ2ＣＯ3のドープ濃度が０．６５ｖｏｌ％となるようにレートを調整し、共蒸着して
行った。
【００５７】
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　更に、シャドーマスクを用いて同様の方法で、赤発光を呈する素子の画素領域に３０ｎ
ｍ、緑発光を呈する素子の画素領域に１０ｎｍの厚みで形成した。よって、各色に対応す
る電子注入層１１３の厚みは赤、緑、青に対してそれぞれ、６０ｎｍ、４０ｎｍ、３０ｎ
ｍとなる。
【００５８】
　その後、電子輸送層（ＥＴ－１）１１４を蒸着レート０．３ｎｍ／ｓｅｃで全ての画素
領域に対して共通に１０ｎｍの厚みで形成した。これに続いて、シャドーマスクを用いて
各々の赤、緑、青の発光を呈する素子の画素領域に発光層を形成した。
【００５９】
　赤発光用の発光層１１５ａとして、ＥＭ－５とＥＭ－６の共蒸着膜を、ＥＭ－５を０．
０９／ｓｅｃ、ＥＭ－６を０．０１／ｓｅｃで共蒸着を行い形成した。
【００６０】
　緑発光用の発光層１１５ｂとして、ＥＭ－３とＥＭ－４の共蒸着膜を、ＥＭ－３の蒸着
レート０．０９／ｓｅｃ、ＥＭ－４の蒸着レートを０．０１／ｓｅｃとして共蒸着を行い
形成した。
【００６１】
　青発光用の発光層１１５ｃとして、（ＥＭ－１＋ＥＭ－２）をＥＭ－１の蒸着レート０
．８７ｎｍ／ｓｅｃ、ＥＭ－２の蒸着レート０．１３ｎｍ／ｓｅｃとなるように蒸着レー
トを調整し共蒸着を行った。
【００６２】
　このときの赤、緑、青の発光層の厚みは、それぞれ２０ｎｍとした。
【００６３】
　続いて、ホール輸送層（ＨＴ－１）１１６を蒸着レート０．３ｎｍ／ｓｅｃで３０ｎｍ
の厚みで形成した。
【００６４】
　更にホール注入層１１７として、酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ5）をＥＢ（電子線）蒸着によ
り１０ｎｍの厚みで形成した。
【００６５】
　その後、スパッタ法により透明陽極（ＩＴＯ）１１８を８０ｎｍの厚みで形成した。
【００６６】
　ここで、各色の光学干渉条件について考えてみる。赤発光を呈する素子の反射陰極１１
２から発光層１１５ａまでの厚みは７０ｎｍ、発光層１１５ａの厚みは２０ｎｍである。
本実施例で用いている赤発光材料は燐光材料であり、その励起子寿命が１μｓｅｃと長い
ため、発光層１１５ａ全体が光っていると推定される。これより、発光領域を発光層１１
５ａの中心、有機層の屈折率１．８と仮定し、反射陰極１１２－発光領域間の光学距離を
計算すると、（６０＋１０＋１０）×１．８＝１４４ｎｍとなる。赤発光を呈する素子の
ピーク波長は約６２０ｎｍであるから、一次干渉のピークは、６２０／４＝１５５ｎｍと
計算されるが、反射時の位相シフト等が考慮され、上記の厚みに設定されている。
【００６７】
　同様に緑、青について考える。緑、青の発光を呈する素子の発光層１１５ｂ、１１５ｃ
は電子輸送性が高いことから、ホール輸送層１１６側に発光領域があると考えられる。発
光領域を電子注入層１１３のホール輸送層１１６側の界面、有機層の屈折率１．８と仮定
し、反射陰極１１２－発光領域間の光学距離を計算する。緑：（４０＋１０＋２０）×１
．８＝１２６ｎｍ、青：（３０＋１０＋２０）×１．８＝１０８ｎｍとなる。緑、青それ
ぞれの干渉一次ピークは、緑：５２０／４＝１３０ｎｍ、青：４５０／４＝１１３ｎｍと
計算され、それぞれほぼ干渉条件に合うように設定されている。
【００６８】
　このようにして作製した有機発光装置の発光効率、および赤、緑、青をそれぞれ１２０
０ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４００ｃｄ／ｍ2とし、白表示をさせたときの駆動電
圧は、表２に示す値となった。即ち、赤の発光効率が約１０．２ｃｄ／Ａ、緑の発光効率
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青をそれぞれ１２００ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４００ｃｄ／ｍ2とし、白表示を
させたときの駆動電圧は、それぞれ約４．９Ｖ、約４．８Ｖ、約４．８Ｖであり低電圧で
駆動することが出来た。また、発光色毎に駆動電圧の差が大きくならず、ほぼ同じ駆動電
圧で駆動することができる有機発光装置を得ることができた。
【００６９】
【表２】

【００７０】
　なお、素子の発光不良画素割合は、約０．５％であった。
【００７１】
　＜比較例１＞
　電子注入層の厚みが各色共通で１０ｎｍ、電子輸送層の厚みが赤、緑、青に対応し、６
０ｎｍ、４０ｎｍ、３０ｎｍであること以外は、実施例１と同様に有機発光装置を作製し
た。このときの光学干渉条件は、実施例１と同様である。また、有機発光素子を構成する
各部材の厚みを表１に示す。
【００７２】
　このようにして作製した有機発光装置の発光効率、および赤、緑、青をそれぞれ１２０
０ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４００ｃｄ／ｍ2とし、白表示をさせたときの駆動電
圧は、表２に示す値となった。即ち、赤の発光効率が約１０．５ｃｄ／Ａ、緑の発光効率
が約２０．２ｃｄ／Ａ、青の発光効率が約２．３ｃｄ／Ａであり、実施例１よりやや効率
が向上した。しかし、赤、緑、青をそれぞれ１２００ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４
００ｃｄ／ｍ2とし、白表示をさせたときの駆動電圧は、それぞれ約７．３Ｖ、６．０Ｖ
、５．６Ｖであり、実施例１と比べ高電圧化した。また、発光色毎に駆動電圧の差が大き
くなってしまった。
【００７３】
　＜実施例２＞
　各色の干渉ピークを３λ／４条件とした実施例を示す（図示は省略）。すなわち、反射
陰極をＡｌと厚み１００ｎｍのＩＴＯとの積層構造とし、電子注入層の厚みを赤、緑、青
で１２０ｎｍ、７０ｎｍ、４０ｎｍとした以外は実施例１と同様に有機発光装置を作製し
た。また、有機発光素子を構成する各部材の厚みを表３に示す。
【００７４】
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【表３】

【００７５】
　発光層中の発光領域、屈折率等、実施例１と同様に考え、反射陰極上のＩＴＯの屈折率
を２．０と仮定し、赤、緑、青の反射陰極－発光領域間の光学距離を計算する。赤：（１
２０＋１０＋１０）×１．８＋１００×２．０＝４１２ｎｍ、緑：（７０＋１０＋２０）
×１．８＋１００×２．０＝３８０ｎｍ、青：（４０＋１０＋２０）×１．８＋１００×
２．０＝３２６ｎｍとなる。これらの値は、計算より求められる３λ／４条件、すなわち
赤：６２０×３／４＝４６５ｎｍ、緑：５２０×３／４＝３９０ｎｍ、青：４５０×３／
４＝３３８ｎｍであり、ほぼ計算した値と一致する。
【００７６】
　このようにして作製した有機発光装置の発光効率、および赤、緑、青をそれぞれ１２０
０ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４００ｃｄ／ｍ2とし、白表示をさせたときの駆動電
圧は、表４に示す値となった。即ち、赤の発光効率が約１６．２ｃｄ／Ａ、緑の発光効率
が約１９．７ｃｄ／Ａ、青の発光効率が約２．３ｃｄ／Ａと高い効率を示した。白表示を
させたときの駆動電圧は、それぞれ赤：５．０Ｖ、緑：４．９Ｖ、青：４．９Ｖであった
。電子注入層の厚みで光学距離を調整することで、駆動電圧の上昇無しに高効率の素子を
作製することが出来る。また、発光色毎に駆動電圧の差が大きくならず、ほぼ同じ駆動電
圧で駆動することができる有機発光装置を得ることができた。
【００７７】
【表４】

【００７８】
　なお、実施例１の有機発光装置における発光不良画素の割合約０．５％に対して、実施
例２では約０．２％であり、発光不良画素が少なくなっていた。
【００７９】
　＜比較例２＞
　電子注入層で光学長を調整する代わりに、電子輸送層で光学長を調整した比較例を示す
（図示は省略）。すなわち、電子注入層の厚みが各色共通で１０ｎｍ、電子輸送層の厚み
が赤、緑、青に対応し、１２０ｎｍ、７０ｎｍ、４０ｎｍであること以外は、実施例２と
同様に有機発光装置を作製した。このときの光学干渉条件は、実施例２と同様である。ま
た、有機発光素子を構成する各部材の厚みを表３に示す。
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【００８０】
　このようにして作製した有機発光装置の発光効率、および赤、緑、青をそれぞれ１２０
０ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４００ｃｄ／ｍ2とし、白表示をさせたときの駆動電
圧は、表４に示す値となった。即ち、赤の発光効率が約１２．０ｃｄ／Ａ、緑の発光効率
が約２０．２ｃｄ／Ａ、青の発光効率が約２．７ｃｄ／Ａであり、実施例２よりやや効率
が向上した。しかし、赤、緑、青をそれぞれ１２００ｃｄ／ｍ2、２４００ｃｄ／ｍ2、４
００ｃｄ／ｍ2とし、白表示をさせたときの駆動電圧は、それぞれ約１２．３Ｖ、８．８
Ｖ、５．８Ｖであり、実施例２と比べ著しく高電圧化した。また、発光色毎に駆動電圧の
差が大きくなってしまった。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明の有機発光装置は、表示装置（ディスプレイ）として適用可能である。例えばデ
ジタルカメラの画面やファインダー画面、あるいは携帯電話の画面や複写機等のプリンタ
の操作画面や、テレビ、パソコン用ディスプレイ、車載パネル、携帯情報端末（ＰＤＡ）
の表示部、携帯音楽機器の表示部等として適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の有機発光素子の概略を説明する図である。
【図２】光学干渉を説明する図である。
【図３】表示装置を模式的に示す平面模式図である。
【図４】等価回路を示す説明図である。
【図５】ＴＦＴの断面構造を示す模式図である。
【図６】本発明の有機発光装置の断面模式図である。
【符号の説明】
【００８３】
１０　有機発光素子
１１　基板
１２　反射陰極
１３　電子注入層
１４　電子輸送層
１５　発光層
１６　ホール輸送層
１７　ホール注入層
１８　透明陽極
３０　発光領域
３１　直接光
３２　反射電極
３３　反射光
３４　透明電極
４１　走査信号ドライバー
４２　電圧供給源
４３　情報信号ドライバー
４４　Ｘ方向走査線
４５　Ｙ方向配線
４６　電流供給線
５１　ゲート選択線
５２　ＴＦＴ1

５３　Ｃａｄｄ
５４　ＴＦＴ2

５５　有機発光素子
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５６　電流供給線
６０　ｐｏｌｙ－Ｓｉ
６１　チャンネル領域
６２　ドレイン領域
６３　ソース領域
６４　ゲート絶縁膜
６５　ゲート電極
６６　ドレイン電極
６７　ソース電極
６８　画素電極
６９　絶縁膜
７０　コンタクトホール
７１　有機発光層
７２　共通電極
１１１　基板
１１２　反射陰極
１１３　電子注入層
１１４　電子輸送層
１１５ａ　発光層
１１５ｂ　発光層
１１５ｃ　発光層
１１６　ホール輸送層
１１７　ホール注入層
１１８　透明陽極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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